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学校給食費の無償化を求める意見書 

 

 

会議規則第１４条第２項の規定により、学校給食費の無償化を求める意見

書を次のとおり提出する。 

 

 

令和５年９月２６日 提出 

 

提出者 総務文教常任委員長 諏 訪 幸 男 

 

 

北本市議会議長 滝 瀬 光 一 様 

  



 

学校給食費の無償化を求める意見書 

 

令和２年度の内閣府 子ども・子育て本部の「少子化社会に関する国際意

識調査報告書」によれば、育児を支援する施策として何が重要かという質

問に、日本では、「教育費の支援、軽減」が 69.7％と最も高くなっていま

す。 

日本国憲法第 26条第２項では「義務教育は、これを無償とする。」と定

めていますが、教材費や修学旅行費などは実費、学校給食法に保護者の負

担と定められている学校給食費は家計に重いものとなっています。 

現在、歯止めのきかない少子化と子どもの貧困が問題となっており、

様々な物価の高騰が子育て世帯の家計を直撃しています。このような社会

経済状況のもと、全国の自治体では、子育て支援や少子化対策、経済支援

として、また「食育」として、学校給食費を無償にする動きが広がってお

り、埼玉県においても多くの自治体が国の交付金などを活用し、学校給食

費の無償化に踏み出しています。北本市においても、令和５年度の学校給

食費の完全無償化が実現しています。しかしながら、無償化の継続には、

食材料費の高騰などによって自治体財政を圧迫し、将来にわたり大きな負

担になることが懸念されます。 

内閣府の平成 28年第３回経済財政諮問会議において、子ども・子育て世

帯の支援拡充として学校給食費の無償化が打ち出されています。保護者負

担の原則を定める学校給食法の見直しを行い、国の責任において、全ての

地方自治体が学校給食費の無償化を実施できるよう、財政措置を講じるよ

う強く要望します。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

提出先 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣

府特命担当大臣 

 


